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所掌事項
　都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条に

宮古市立地適正化計画検討協議会設置要綱
設置根拠

宮古市立地適正化計画検討協議会

規定する立地適正化計画（以下「計画」という。）の策定、変

更等に関し、交通、福祉、商業等様々な観点から総合的に検討

を行うとともに、策定した計画の推進を図るために必要な事項
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2年
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を検討すること。

34人
委員定数

設置年月日
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